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看護教育上の困難に対する教員支援体制について 

 

  坂本弘子 鎌田洋輔 木立るり子 笹竹ひかる 木村千代子 

前田美佐子 川口智恵美 坂井哲博 

要旨 

看護教員が、教育活動を行う上での困難や葛藤に対する教員支援体制の実態と

必要と思う支援内容を明らかにすることを目的に、看護系大学および看護師養成

学校 12校に勤務する看護教員 159名を対象とし 91部（回収率 57.2%）の回答を得

た。教員の支援体制の有無と内訳では、「ある」と回答した者は 91名中 60名（65.9％）

で、「主任など上司に相談する体制になっている」、「副担任など、複数で学生対応

する体制になっている」であった。希望する支援の内容は【第 3者が関わる支援】、

【相談システム構築】、【教員全体で関わる体制支援】、【相談しやすい人/場をつく

る体制支援】、【負担軽減のための支援】、【具体的な情報提供を受ける支援】であっ

た。希望する支援の内容は、誰にでも相談できる開放的環境になること、組織全体

で検討する体制など、悩みや葛藤の開放を求めていた。 

 

キーワード：看護教育 看護教員のストレス 教員支援体制 臨地実習の困難 

 

Ⅰ．はじめに

厚生労働省「看護職員の現状と推移」による

と、2年課程を除く新卒入学者数は毎年約 5万

8千人と、看護師資格を目指す学生は増加傾向

を示している 1）。2009 年の保健師助産師看護

師法及び看護師等の人材確保に関する法律の

改正に伴い、大学での看護教育は増加し、私立

系大学が半数以上を占めており、看護教育の

場は増加している 1）。このように看護基礎教育

を担う教育機関の新設が相次ぐことで、量的

拡大による教員不足が懸念されている。 

坂井 2）は、看護基礎教育にかかわる看護教

員は、看護専門職を育成する役割があるため、

看護専門職に必要な能力についての理解を有

し、かつ教員自身が専門職としての能力と教

育者としての能力を具備し、学生への教育的

な関わりが求められると述べている。質の高

い教育を実施するためには、看護実践能力と

教育実践能力のどちらも必要であると厚生労

働省「今後の看護教員のあり方に関する検討

会」でも報告されている 3）。臨地実習指導に関

わる看護教員や臨床の実習指導者が不足して

いることから、 学生等が患者へ直接的な看護

を実習の中で十分に行える環境が整備されて

いない現状がある 3）。看護教員は、教育の専門

家でありながらも、必ずしも教育学、学生の発

達や臨地実習指導法を学んでいるとは限らな

い。渡邊ら 4）の調査によるとは、経験年数 3年

未満の大学教員に実施した調査では、33％の

教員が実習上のサポートがないと述べている。 

また、坂井 5）は、新人看護教員は、教育的能

力、相互信頼、時間的余裕、教員資質、専門職

性、学生指導について悩みがあると明らかに

している。看護教員が、教育活動を行う上での

困難や葛藤に対する教員支援体制の実態と必

要と思う支援内容を明らかにすることを目的

とする。尚、この論文は「学生指導において看
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護教員が感じる看護教育上のジレンマ因子構

造と関連要因」で調査した内容の教員支援体

制に着目してまとめたものである。 

 

Ⅱ．研究方法 

1.調査期間 

 2019年 9月 

2.調査対象 

A県の１年の大きな出来事、各界の動き、行

政、企業、学校、団体等の名簿等が収載されて

いる東奥年鑑 2019年版（東奥日報社）から取

得した A県内の看護系学校（高校を除く）の看

護学科長に対し、事前に依頼文書を郵送し、同

意が得られた看護系大学および看護師養成学

校 12校に勤務する看護教員 159名を対象とし

た。 

3.調査内容 

 学内支援体制の有無、有の場合はその内容、

希望する支援体制については、「あなたが学生

対応で困ったとき、どのような支援があると

よいか」について自由記述で回答を求めた。 

4.分析方法 

希望する支援の自由記述の質的分析は、一

文が一意味の内容になるようにデータベース

化し分析用のデータを得て、つぎに意味内容

が類似したものをまとめ、最終的に、意味内容

が類似した内容について抽象度を高め、学生

対応で困ったときに必要と思う支援内容を導

いた。 

5.倫理的配慮 

研究参加は任意であり、返送をもって同意

とすること、回答は無記名とし、回収した質問

紙にはナンバリングを行い集計するため個人

が特定されることは無いこと、得られたデー

タは本研究以外に使用しないこと、データの

廃棄については研究終了後にシュレッター処

理とデータ破棄を施すことを文書で説明した。

本研究は、八戸学院大学・八戸学院短期大学研

究倫理委員会の承認を得て実施した【19－13】。 

 

Ⅲ.結果 

 1.回収率 

A県内看護教育機関 12校に 159部の質問

紙を郵送し、91部（回収率 57.2%）を回収し

た。 

2.基本属性と教員支援体制の有無 

 学内の支援体制が「ある」と回答した者は     

91名中 60名（65.9％）であった。「ない」と

回答した者は 7名（7.7％）で、「わからない」

と回答した者が 19名（20.9％）、無回答が 5名

（5.5％）であった（図 1）。 

教員支援体制の有無を年代別で比較した場

合は、教員支援体制が「ある」と答えた者は、

30 歳代で 13 名（86.6％）、40 歳代では 16 名

 

図 1 教員支援体制の有無     ｎ＝91 
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（61.6％）、50歳代では 19名（57.6％）、60歳

代では 10名（83.2％）、70歳代以上では 2名

（40％）であった。教員支援体制が「ない」と

答えた者は、30歳代では 1名（6.7％）、40歳

代では 1名（3.8％）、50歳代で 4名（12.1％）、

70 歳代以上では 1 名（20.0％）、60 歳代には

みられなかった。 

性別で比較した場合は、教員支援体制が「あ

る」と答えた者は、男性 5名（83.3％）、女性

55名（64.7％）であった。教員支援体制が「な

い」と答えた者は、男性 1名（16.7％）、女性

6名（7.0％）であった。 

教員としての経験年数で比較した場合は、

教員支援体制が「ある」と答えた者は、4年以

下 15名（83.3％）、5年～19年 10名（47.6％）、

10年～19年 20名（69.0％）、20年以上 15名

（65.2％）であった。教員支援体制が「ない」

と答えた者は、4年以下 1名（5.6％）、5年～

19年 2名（9.5％）、10年～19年 2名（6.9％）、

20年以上 2名（8.7％）であった。 

所属機関別で比較した場合は、教員支援体

制が「ある」と答えた者は、国公立系大学 12

名（75.0％）、私立系大学 24名（55.8％）、3年

課程看護師養成校 9名（75.0％）、2年課程看

護師養成校 15名（75.0％）であった。教員支

援体制が「ない」と答えた者は、国公立系大学

1名（6.3％）、私立系大学 3名（6.9％）、2年

課程看護師養成校 3名（15.0％）、3年課程看

護師養成校ではみられなかった。 

教員支援体制の有無を「わからない」と答え

た者は、年代別でみると 40歳代、50歳代が各

8名であった。性別では女性が 19名、教員と

しての経験年数では、4年以下 1名、他は各 2

名ずつであった。所属機関では、私立系大学が

12名、国公立系大学、3年課程看護師養成校が

各 3名、2年課程養成校が 1名であった （表

１）。 

3.教員支援体制の内訳 

「ある」と回答した者が選択した支援体制

の内訳は（複数回答）、「副担任など、複数で学

生対応する体制になっている」41名（59.4%）、

「主任など上司に相談する体制になっている」

50名（72.5%）、「学内に学生支援の部署があり

相談できる体制になっている」22名（31.9%）、

「その他」8名（11.6%）であった（図 2）。そ

の他の内容は、「科目担当者に報告」、「領域内

で対応」、「教務委員・ゼミ担当教員と連携して

対応」「教務会議・学科会議で情報共有し対応」

であった。 

4.希望する支援の自由記載の内容  
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回答者 91名中 43名（47.3%）の自由記述内

容から57データが得られ、内容の類似性から、

その他を含めて 7 つに分類された。件数の多

い順に【第三者が関わる支援】（14件）、【相談

システム構築】（13件）、【教員全体で関わる体

制支援】（12 件）、【相談しやすい人/場をつく

る体制支援】（8件）、【負担軽減のための支援】

（4件）、【具体的な情報提供を受ける支援】（4

件）、【その他】（2 件）の支援内容に分類され

た（表 2）。 

【第三者が関わる支援】の第三者は、「カウ

ンセラー」「専任担当者」「専門的な知識」「弁

護士・臨床心理士」が挙がっており、心理的、

法的な専門知識をもった第三者が関わる体制

のことであった。 

【相談システムの構築】のシステム内訳は、

必要時、第三者が学校に出向いて相談にのっ

てくれる「相談来校システム」や、「学生支援

の専門部署の設置」であった。 

【教員全体で関わる体制支援】には、「教員

全員が同じ方向性で対応」「全体で協議」とい

う体制のことであった。 

【相談しやすい人/場をつくる体制支援】に

は、相談しやすい教員の存在や、場所の必要性

が挙がった。 

【負担軽減のための支援】は、学生対応が一

人の教員への負担にならないような支援であ

った。 

【具体的な情報提供を受ける支援】には、

「相談場所」「事例集の作成」があり、詳細な

相談場所や、学生への対応を考えるうえでの

具体的な情報であった。 

その他、教員 FDとして研修への参加の希望

があった。加えて、入試時点で、適性の是非を

どう判断するか要検討との記述もあった。 

 

Ⅳ.考察 

坂井 5）らは、教員への支援として、特に新人

看護教員の場合に一人で抱え込まない支援が

必要であり、各校で体制化が求められると述

べている。支援体制の有無の結果では、支援体

制があると回答した人が半数以上であったが

小組織内での相談ができるという身近な環境

はできているが、第三者（カウンセラー、弁護

士、臨床心理士など）が関わる支援体制など、

システム化を求めていた。ただし、どういう支

援体制があるのか不明という回答もあり、組

織内の周知と気軽に相談できる工夫も必要と

考えられる。 

中村 7）は、現代の若者は対人関係を維持す 

 

図 2 支援体制があると回答した者の支援内容の内訳  n=54, 複数回答 
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表 2 希望する支援の内容 

 

 

表 2 希望する支援の内容 
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るためにこれまでより多くの気遣いが必要と

なり，そのことで相手の応答や反応に敏感に

なり，ささいなことで情緒が不安 定になりや

すくなっていると述べている。近年の大学生

の特徴に対応し、平等に学びの機会を与える

ことが教育であり、教員の負担を軽減するよ

うな指導システムが望まれる。坂井 2）は、看護

教員のストレス要因として、「学生対応」「職場

環境」「教員資質」「多忙」「トラブル対処」「教

育方法」「教員相互関係」「研究資源」「教育能

力向上」の 9 つの因子をあげている。林 8）に

よれば、程度に差があるが、教員は共通して学

生の理解に時間を要し学生の対人関係能力を

看護師に必要なレベルに高める必要性を感じ

る一方で、学生にとってはその関わりがスト

レスになることも感じ、関わりが難しいと受

け止めていたと述べている。つまり、学生に対

する教員としての責任を強く感じているから

こそ、学生のメンタルヘルスの維持と看護師

に育てることの間で葛藤が生じると考えられ

る。 

また、浅田 9）は、教員の成長のためには、教

育を司る者としての自己理解が教師行動の改

善に有効であり、セルフモニタリングやリフ

レクティブな態度が重要であると述べている。

野崎 6）は、新人教員には、教育現場でも臨床経

験が生きているという感覚を持たせられるよ

う、自分に期待されている役割を臨床経験と

関連付けて理解させることが成功体験となり、

教員を続けられる自信になると述べている。

他の教員とともに議論し、自己を振り返る場

としての教員支援体制を確立することは、教

員の自己効力感を高めるうえでも必要であり、

相談者が身近にいるということはとても力に

なり、やりがいにもつながると考える。 

 

Ⅴ.おわりに 

1.教員の支援体制がある者は過半数強を占

め、体制の内訳は、主に身内の組織内で相談で

きる体制になっていた。 

2.希望する支援の内容は、閉鎖的な相談体

制ではなく第 3 者や相談員による対応ができ

るシステム化や、誰にでも相談できる開放的

環境になること、情報提供も含む組織全体で

検討する体制など、悩みや葛藤の開放を求め

ていた。 
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